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（別紙１） 

「化学物質の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○化学物質の輸出承認について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号） 

改 正 後 現   行 

１～６ （略） 

 

別紙第１  

１ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属

書Ⅲに掲げる化学物質（「輸出貿易管理令の運用について」[付表１]の３５の３の項の「附

属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈の欄に規定する当該化学物質を含有する混合物又は

製剤を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

分類 ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(8) （略） （略） （略） （略） 

(9)  カルボスルファン 55285-14-8 駆除剤  

(10)～(34)  （略） （略） （略） （略） 

(35) ベノミル、カルボフラ

ン及びチウラムの全て

を含有する粉剤（※） 

 

（※）次に該当するもの。 

ベノミル、カルボフラン及び

チウラムの全てを含有する

粉剤であって、ベノミル７％

以上、カルボフラン１０％以

上、チウラム１５％以上を全

て含む粉剤。 

17804-35-2（ベノミル） 

1563-66-2（カルボフラン） 

137-26-8（チウラム） 

著しく有害

な駆除用製

剤 

 

(36) フェンチオン（※） 

 

（※）次に該当するもの。 

55-38-9 著しく有害

な駆除用製

剤 

 

１～６ （略） 

 

別紙第１  

１ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属

書Ⅲに掲げる化学物質（「輸出貿易管理令の運用について」[付表１]の３５の３の項の「附

属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈の欄に規定する当該化学物質を含有する混合物又は

製剤を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

分類 ＰＯＰｓ 

条約対象 

(1)～(8) （略） （略） （略） （略） 

（新設） （新設） （新設）  

(9)～(33)  （略） （略） （略） （略） 

(34) ベノミル、カルボフラ

ン及びチウラムの全て

を含有する粉剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

17804-35-2（ベノミル） 

1563-66-2（カルボフラン） 

137-26-8（チウラム） 

著しく有害

な駆除用製

剤 

 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） 
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フェンチオンであって、１リ

ットルにつき６４０ｇ以上

含有する高濃度少量（ＵＬ

Ｖ）散布用製剤 

(37) メチルパラチオン

（※） 

 

（※）次に該当するもの。 

メチルパラチオンであって、

１９．５％以上含有する乳剤

並びに１．５％以上含有する

粉剤 

298-00-0 著しく有害

な駆除用製

剤 

 

(38) ホスファミドン（※） 

 

(※）次に該当するもの。 

ホスファミドンであって、１

リットルにつき１０００ｇ

を超えて含有する液剤 

13171-21-6（（Ｅ）異性体及

び（Ｚ）異性体の混合物） 

23783-98-4（（Ｚ）異性体） 

297-99-4（（Ｅ）異性体） 

著しく有害

な駆除用製

剤 

 

(39)～(53) （略） （略） （略） （略） 

（注） （略） 

 

 

 

 

(35) ホスファミドン  

 

 

 

 

 

 

 

13171-21-6（（Ｅ）異性体及

び（Ｚ）異性体の混合物） 

23783-98-4（（Ｚ）異性体） 

297-99-4（（Ｅ）異性体） 

 

著しく有害

な駆除用製

剤 

 

(36) メチルパラチオン 

 

 

 

 

 

298-00-0 著しく有害

な駆除用製

剤 

 

(37)～(51) （略） （略） （略） （略） 

（注） （略） 



1 

（別紙２） 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現   行 

［付表１］２－１－１（５）輸出令別表第２の解釈の表 

輸出令 

別表第

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈

を要する語 

解        釈 

２０ 核原料物質 ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質であっ

て、核燃料物質以外のものをいう。（ただし、核原料物質のう

ち、トリウムの含有量が、全重量の５パーセント未満のトリ

ウムタングステンからなる線若しくは棒又は繊維製品、塗

料、窯業製品（「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律」昭和３２年法律第１６６号）第２条第１２項で

定める国際規制物資以外のものに限る。）を除く。） 

３３ （略） （略） 

３５ （略） （略） 

３５の

３ 

附属書Ⅲ上

欄に掲げる

化学物質 

 

附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質及びこれを含有する混合物又

は製剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［付表１］２－１－１（５）輸出令別表第２の解釈の表 

輸出令 

別表第

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈

を要する語 

解        釈 

（新設） （新設） （新設） 

 

 

 

 

 

 

３３ （略） （略） 

３５ （略） （略） 

３５の

３ 

附属書Ⅲ上

欄に掲げる

化学物質 

 

２，４，５－Ｔ、２，４，５－Ｔ塩及び２，４，５－Ｔのエス

テル化合物、アラクロール、アルジカルブ、アルドリン、アジ

ンホスメチル、ビナパクリル、カプタホール、カルボフラン（別

名Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチ

ル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル）、クロルデン、クロルジメホ

ルム、クロロベンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ

－オルト－クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－ク

レゾール（ＤＮＯＣ）塩（アンモニウム塩、カリウム塩、ナト

リウム塩等）、ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル

化合物、１，２－ジブロモエタン（ＥＤＢ）、エンドスルファ

ン、１，２－ジクロロエタン、エチレンオキシド、フルオロア

セトアミド、ＨＣＨ（異性体混合物）、ヘプタクロル、ヘキサ

クロロベンゼン、リンデン、水銀化合物（無機水銀化合物、ア

ルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化

合物を含む。）、メタミドホス、モノクロトホス、パラチオン、
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ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩及びペン

タクロロフェノールのエステル化合物、ホレート、テルブホス、

トキサフェン、トリクロルホン（別名ジメチル＝２，２，２－

トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホナート又はＤＥ

Ｐ）、ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する

粉剤、ホスファミドン、メチルパラチオン、石綿（アクチノラ

イト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレ

モライト）、商業用オクタブロモジフェニルエーテル（ヘキサ

ブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル

を含む。）、商業用ペンタブロモジフェニルエーテル（テトラブ

ロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテルを

含む。）、デカブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモシクロ

ドデカン、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロオ

クタンスルホン酸塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド及

びペルフルオロオクタンスルホニル化合物（ペルフルオロオク

タンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム、

ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム、ペルフルオロオク

タンスルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン

酸ジエタノールアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン

酸テトラエチルアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン

酸ジデシルジメチルアンモニウム、Ｎ－エチルペルフルオロオ

クタンスルホンアミド、Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスル

ホンアミド、Ｎ－エチルＮ－（２－ヒドロキシエチル）ペルフ

ルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）

－Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフル

オロオクタンスルホニルフルオリドを含む。）、ペルフルオロオ

クタン酸、ペルフルオロオクタン酸塩及びペルフルオロオクタ

ン酸関連物質（※）、ポリ臭化ビフェニル（ＰＢＢ）、ポリ塩化

ビフェニル（ＰＣＢ）、ポリ塩化テルフェニル（ＰＣＴ）、短鎖

塩素化パラフィン（炭素数が１０から１３までのものであっ

て、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超えるものに限

る。）、四エチル鉛、四メチル鉛、トリス（２，３－ジブロモプ

ロピル）＝ホスファート、トリブチルスズ化合物（ビス（トリ
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水銀化合物には、無機水銀化

合物、アルキル水銀化合物、

アルキルオキシアルキル及び

アリル水銀化物を含む。 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する粉剤

であって、ベノミル７％以上、カルボフラン１０％以上、チ

ウラム１５％以上を全て含む粉剤をいう。 

フェンチオンであって、１リットルにつき６４０ｇ以上含有

する高濃度少量（ＵＬＶ）散布用製剤をいう。 

メチルパラチオンであって、１９．５％以上含有する乳剤並

びに１．５％以上含有する粉剤をいう。 

ブチルスズ）＝オキシド、トリブチルスズ＝フルオリド、トリ

ブチルスズ＝メタクリラート、トリブチルスズ＝ベンゾアー

ト、トリブチルスズ＝クロリド、トリブチルスズ＝リノレアー

ト、トリブチルスズ＝ナフテナートを含む全て）並びにこれら

を含有する混合物又は製剤 

（新設） 

 

 

 

 

 次のいずれかに該当するもの

を除く。 

① ベノミル、カルボフラン

及びチウラムの全てを含有す

る粉剤であって、ベノミル

７％以上、カルボフラン１

０％以上、チウラム１５％以

上を全て含む粉剤でない場合 

② ホスファミドンであって

１リットルにつき１０００ｇ

を超えて含有する液剤でない

場合 

③ メチルパラチオンであっ

て、１９．５％以上含有する

乳剤でなく、１．５％以上含

有する粉剤でない場合 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 
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ホスファミドンであって、１リットルにつき１０００ｇを超

えて含有する液剤をいう。 

石綿には、アクチノライト、

アンソフィライト、アモサイ

ト、クロシドライト、トレモ

ライトを含む。 

 

商業用オクタブロモジフェニ

ルエーテルには、ヘキサブロ

モジフェニルエーテル、ヘプ

タブロモジフェニルエーテル

を含む。 

 

商業用ペンタブロモジフェニ

ルエーテルには、テトラブロ

モジフェニルエーテル、ペン

タブロモジフェニルエーテル

を含む。 

 

ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸、ペルフルオロオクタン

スルホン酸塩、ペルフルオロ

オクタンスルホンアミド及び

ペルフルオロオクタンスルホ

ニル化合物には、ペルフルオ

ロオクタンスルホン酸、ペル

フルオロオクタンスルホン酸

カリウム、ペルフルオロオク

タンスルホン酸リチウム、ペ

ルフルオロオクタンスルホン

酸アンモニウム、ペルフルオ

ロオクタンスルホン酸ジエタ

ノールアンモニウム、ペルフ

ルオロオクタンスルホン酸テ

トラエチルアンモニウム、ペ

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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ルフルオロオクタンスルホン

酸ジデシルジメチルアンモニ

ウム、Ｎ－エチルペルフルオ

ロオクタンスルホンアミド、

Ｎ－メチルペルフルオロオク

タンスルホンアミド、Ｎ－エ

チルＮ－（２－ヒドロキシエ

チル)ペルフルオロオクタン

スルホンアミド、Ｎ－（２－

ヒドロキシエチル）－Ｎ－メ

チルペルフルオロオクタンス

ルホンアミド、ペルフルオロ

オクタンスルホニルフルオリ

ドを含む。 

「ペルフルオロオクタン酸関連物質」の解釈は次のとおり行

う。 

（略） （略） 

短鎖塩素化パラフィンとは、炭素数が１０から１３までのも

のであって、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超え

るものに限る。 

トリブチルスズ化合物とは、ビス（トリブチルスズ）＝オキ

シド、トリブチルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ＝メタ

クリラート、トリブチルスズ＝ベンゾアート、トリブチルス

ズ＝クロリド、トリブチルスズ＝リノレアート、トリブチル

スズ＝ナフテナートを含む全てをいう。 

化学物質の

審査及び製

造等の規制

に関する法

律（昭和48

年法律第

117号）第

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第２条第２項

に規定する第一種特定化学物質及びこれを含有する混合物又

は製剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）「ペルフルオロオクタン酸関連物質」の解釈は次のとお

り行う。 

（略） （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

化学物質の

審査及び製

造等の規制

に関する法

律（昭和48

年法律第

117号）第

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上

のものに限る。）、ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、ディ

ルドリン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン又はヘプタクロ

ル（クロルデン類）、ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、

Ｎ，Ｎ′－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリ

ル－Ｎ′－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，

Ｎ′－ジキシリル－パラ－フェニレンジアミン、２，４，６
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２条第２項

に規定する

第一種特定

化学物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリ塩化ビフェニルが使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動

油 

② 接着剤（動植物系のもの

を除く。）、パテ及び閉そく用

 

２条第２項

に規定する

第一種特定

化学物質 

－トリ－ターシャリ－ブチルフェノール、トキサフェン、マ

イレックス、ケルセン又はジコホル、ヘキサクロロブタ－

１，３－ジエン、２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾ

ール－２－イル）－４，６－ジ－ターシャリ－ブチルフェノ

ール、ＰＦＯＳ又はその塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロロベン

ゼン、アルファ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ－ヘ

キサクロロシクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシクロヘ

キサン、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、テトラブ

ロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテ

ル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェ

ニルエーテル、エンドスルファン又はベンゾエピン、ヘキサ

ブロモシクロドデカン、ペンタクロロフェノール又はその塩

若しくはエステル、ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０

から１３までのものであって、塩素の含有量が全重量の４８

パーセントを超えるものに限る。）、デカブロモジフェニルエ

ーテル、ＰＦＯＡ若しくはペルフルオロアルカン酸（構造が

分枝であって、炭素数が８のものに限る。）又はこれらの塩、

ペルフルオロオクタン酸関連物質（ペルフルオロオクチル＝

ヨージド、８：２フルオロテロマーアルコール、化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律施行令第１条第１項第３

５号ハの規定に基づき化学物質を定める省令（令和６年厚生

労働省、経済産業省、環境省令第４号）に規定するもの）、ペ

ルフルオロ（ヘキサン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＨｘＳ）

若しくはペルフルオロ（アルカンスルホン酸）（構造が分枝で

あって、炭素数が６のものに限る。）又はこれらの塩、ＵＶ－

３２８、メトキシクロル、デクロランプラス並びにこれらを

含有する混合物又は製剤 

ヘキサクロロベンゼン、アル

ドリン、ディルドリン、エン

ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

ックス、ペンタクロロベンゼ

ン、アルファ－ヘキサクロロ
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又はシーリング用の充填料  

③ 塗料（水系塗料を除

く。）、印刷用インキ及び感圧

複写紙 

④ 液体を熱媒体とする加熱

用又は冷却用の機器 

⑤ 油入変圧器並びに紙コン

デンサー、油入コンデンサー

及び有機皮膜コンデンサー 

⑥ エアコンディショナー、

テレビジョン受信機及び電子

レンジ 

ポリ塩化ナフタレンとは、塩素数が２以上のものに限る。 

ポリ塩化ナフタレン（塩素数

が２以上のものに限る。）が

使用されている以下の製品を

含む。  

① 潤滑油及び切削油 

② 木材用の防腐剤、防虫剤

及びかび防止剤 

③ 塗料（防腐用、防虫用又

はかび 防止用のものに限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シクロヘキサン、ベータ－ヘ

キサクロロシクロヘキサン、

ガンマ－ヘキサクロロシクロ

ヘキサン、クロルデコンが使

用されている農薬取締法（昭

和２３年法律第８２号）第２

条第１項に規定する農薬を含

む。 

 

 

 

 

（新設）  

ヘキサクロロベンゼン、アル

ドリン、ディルドリン、エン

ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

ックス、ＰＦＯＳ又はその

塩、ペンタクロロベンゼン、

アルファ－ヘキサクロロシク

ロヘキサン、ベータ－ヘキサ

クロロシクロヘキサン、ガン

マ－ヘキサクロロシクロヘキ

サン、クロルデコンが使用さ

れている医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（昭和３

５年法律第１４５号）第２条

第１項に規定する医薬品、同

条第２項に規定する医薬部外

品又は同条第４項に規定する

医療機器を含む。 
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ヘキサクロロベンゼン、アル

ドリン、ディルドリン、エン

ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

ックス、ペンタクロロベンゼ

ン、アルファ－ヘキサクロロ

シクロヘキサン、ベータ－ヘ

キサクロロシクロヘキサン、

ガンマ－ヘキサクロロシクロ

ヘキサン、クロルデコンが使

用されている農薬取締法（昭

和２３年法律第８２号）第２

条第１項に規定する農薬を含

む。 

 

 

 

 

 

ヘキサクロロベンゼン、アル

ドリン、ディルドリン、エン

ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

ックス、ＰＦＯＳ又はその

塩、ペンタクロロベンゼン、

アルファ－ヘキサクロロシク

ロヘキサン、ベータ－ヘキサ

クロロシクロヘキサン、ガン

マ－ヘキサクロロシクロヘキ

サン、クロルデコンが使用さ

れている医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（昭和３

５年法律第１４５号）第２条

 

ポリ塩化ビフェニルが使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動

油 

② 接着剤（動植物系のもの

を除く。）、パテ及び閉そく用

又はシーリング用の充填料 

③ 塗料（水系塗料を除

く。）、印刷用インキ及び感圧

複写紙 

④ 液体を熱媒体とする加熱

用又は冷却用の機器 

⑤ 油入変圧器並びに紙コン

デンサー、油入コンデンサー

及び有機皮膜コンデンサー 

⑥ エアコンディショナー、

テレビジョン受信機及び電子

レンジ 

 

ポリ塩化ナフタレン（塩素数

が２以上のものに限る。）が

使用されている以下の製品を

含む。 

① 潤滑油及び切削油 

② 木材用の防腐剤、防虫剤

及びかび防止剤 

③ 塗料（防腐用、防虫用又

はかび防止用のものに限

る。） 
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第１項に規定する医薬品、同

条第２項に規定する医薬部外

品又は同条第４項に規定する

医療機器を含む。 

（略）  

ポリ塩化直鎖パラフィンとは、炭素数が１０から１３までの

ものであって、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超

えるものに限る。 

ポリ塩化直鎖パラフィン（炭

素数が１０から１３までのも

のであって、塩素の含有量が

全重量の４８パーセントを超

えるものに限る。）が使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動

油 

② 生地に防炎性能を与える

ための調製添加剤 

③ 樹脂用又はゴム用の可塑

剤 

④ 塗料（防水性かつ難燃性

のものに限る。） 

⑤ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

⑥ 皮革用の加脂剤 

 

（略）  

ペルフルオロアルカン酸とは、構造が分枝であって、炭素数

が８のものに限る。 

ＰＦＯＡ若しくはペルフルオ

ロアルカン酸（構造が分枝で

あって、炭素数が８のものに

限る。）又はこれらの塩が使

 

 

 

 

 

（略）  

（新設） 

 

 

 

ポリ塩化直鎖パラフィン（炭

素数が１０から１３までのも

のであって、塩素の含有量が

全重量の４８パーセントを超

えるものに限る。）が使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動

油 

② 生地に防炎性能を与える

ための調製添加剤 

③ 樹脂用又はゴム用の可塑

剤 

④ 塗料（防水性かつ難燃性

のものに限る。） 

⑤ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

⑥ 皮革用の加脂剤 

 

（略）  

（新設） 

 

ＰＦＯＡ若しくはペルフルオ

ロアルカン酸（構造が分枝で

あって、炭素数が８のものに

限る。）又はこれらの塩が使
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用されている以下の製品を含

む。 

① 耐水性能又は耐油性能を

与えるための処理をした紙 

② はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

生地 

③ 洗浄剤 

④ 半導体の製造に使用する

反射防止剤 

⑤ 塗料及びワニス 

⑥ はつ水剤及びはつ油剤 

⑦ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

⑧ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑨ トナー 

⑩ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

衣服 

⑪ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

床敷物 

⑫ 床用ワックス 

⑬ 業務用写真フィルム 

ペルフルオロオクタン酸関連物質とは、ペルフルオロオクチ

ル＝ヨージド、８：２フルオロテロマーアルコール、化学物

質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第１条第１項

第３５号ハの規定に基づき化学物質を定める省令（令和６年

厚生労働省、経済産業省、環境省令第４号）に規定するもの

をいう。 

ペルフルオロオクタン酸関連

物質が使用されている以下の

 

用されている以下の製品を含

む。 

① 耐水性能又は耐油性能を

与えるための処理をした紙 

② はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

生地 

③ 洗浄剤 

④ 半導体の製造に使用する

反射防止剤 

⑤ 塗料及びワニス 

⑥ はつ水剤及びはつ油剤 

⑦ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

⑧ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑨ トナー 

⑩ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

衣服 

⑪ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

床敷物 

⑫ 床用ワックス 

⑬ 業務用写真フィルム 

（新設） 

 

 

 

 

 

ペルフルオロオクタン酸関連

物質が使用されている以下の
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製品を含む。 

① はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

生地 

② 消泡剤 

③ はつ水剤、はつ油剤、防

汚剤及び繊維保護剤 

④ 光ファイバー及びそのコ

ーティング剤 

⑤ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑥ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

衣服 

⑦ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

床敷物 

⑧ 床用ワックス 

ペルフルオロ（アルカンスルホン酸）とは、構造が分岐であ

って、炭素数が６のものに限る。 

ＰＦＨｘＳ若しくはペルフル

オロ（アルカンスルホン酸）

（構造が分枝であって、炭素

数が６のものに限る。）又は

これらの塩が使用されている

以下の製品を含む。 

① はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

生地 

② 金属の加工に使用するエ

ッチング剤 

③ 半導体の製造に使用する

エッチング剤 

 

製品を含む。 

① はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

生地 

② 消泡剤 

③ はつ水剤、はつ油剤、防

汚剤及び繊維保護剤 

④ 光ファイバー及びそのコ

ーティング剤 

⑤ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑥ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

衣服 

⑦ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

床敷物 

⑧ 床用ワックス 

(新設) 

 

ペルフルオロ（ヘキサン－１

－スルホン酸）（別名ＰＦＨ

ｘＳ）若しくはペルフルオロ

（アルカンスルホン酸）（構

造が分枝であって、炭素数が

６のものに限る。）又はこれ

らの塩が使用されている以下

の製品を含む。 

① はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

生地 

② 金属の加工に使用するエ

ッチング剤 
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④ メッキ用の表面処理剤及

びその調製添加剤 

⑤ 半導体の製造に使用する

反射防止剤 

⑥ 半導体用のレジスト 

⑦ はつ水剤、はつ油剤及び

繊維保護剤 

⑧ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑨ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

衣服 

⑩ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

床敷物 

 

 

（略）  

３５の

４～４

３ 

（略） （略） 

 

③ 半導体の製造に使用する

エッチング剤 

④ メッキ用の表面処理剤及

びその調製添加剤 

⑤ 半導体の製造に使用する

反射防止剤 

⑥ 半導体用のレジスト 

⑦ はつ水剤、はつ油剤及び

繊維保護剤 

⑧ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑨ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

衣服 

⑩ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をした

床敷物 

（略）  

３５の

４～４

３ 

（略） （略） 
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（別紙３） 

「ダイヤモンド原石の輸入について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○ダイヤモンド原石の輸入について（平成１４年１２月２７日付け輸入注意事項１４第６８号） 

改 正 後 現   行 

３ 当該貨物の輸入について 

輸入公表の二の表の第１のロシアを原産地又は船積地域とするダイヤモンド原石に

ついては、輸入注意事項2023第19号及び同2024第5号により、輸入承認を行いませ

ん。その他ダイヤモンド原石に係る輸入については、以下のとおりとします。 

(1)  （略） 

(2)  二の二号承認制（輸入公表二の二の表の第１） 

容器が開いているものやキンバリー・プロセス証明書の提出がないもの等、上記

(1)に掲げる場合以外に２に掲げる貨物を輸入しようとする場合については、以下の

手続による経済産業大臣の二の二号承認を要します。 

①  提出書類 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) 当該申請品目を申請する経緯を説明する書類（様式自由） １通 

(ﾊ)・(ﾆ) （略） 

(ﾎ) 容器が開いているもの等、容器又は包装に欠陥があるものについては、航空

機の事故等、当該欠陥が不測の事態によるものであることを証する書類 １通 

 

 

 

 

 

 

(ﾍ)・(ﾄ) （略） 

②～③ （略） 

④ 輸入の承認基準 

輸入の承認は、キンバリー・プロセス証明制度の参加国等から輸入する場合であって、

当該輸入承認申請が上記３(2)①～③に従って行われたものであることを確認の上、審

査の結果適当と認められる場合に、行うものとする。ただし、輸入公表の三の７の（10）に

掲げるロシアを原産地とするダイヤモンドについては、輸入注意事項2024第７号に定め

る手続きにより交付された経済産業大臣の確認書の提出があった場合に限る。 

３ 当該貨物の輸入について 

輸入公表の二の表の第１のロシアを原産地又は船積地域とするダイヤモンド原石に

ついては、輸入注意事項2023第19号及び同2024第5号により、輸入承認を行いませ

ん。その他ダイヤモンド原石に係る輸入については、以下のとおりとします。 

(1)  （略） 

(2)  二の二号承認制（輸入公表二の二の表の第１） 

容器が開いているものやキンバリー・プロセス証明書の提出がないもの等、上記

(1)に掲げる場合以外に２に掲げる貨物を輸入しようとする場合については、以下の

手続による経済産業大臣の二の二号承認を要します。 

①  提出書類 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) 申請理由書（輸入注意事項５５第７６号の別紙１） １通 

(ﾊ)・(ﾆ) （略） 

(ﾎ) キンバリー・プロセス証明書を発行する体制が整備されていない制度参加国

等から輸入するものであって、平成１５年１月１０日から平成１５年４月３０

日の間に船積みされたものについては、上記(ﾆ)に代わって、当該国政府が発行

する“Government Letter of Comfort”（当該国政府のレターヘッドに“The 

rough diamond in this shipment have been handled in accordance with the 

provisions of the Kim-berley Process Certification Scheme for rough 

diamonds”と記載されているもの又はこれに準ずるものに限る。）の写し １

通 

(ﾍ)・(ﾄ) （略） 

② ～③ （略） 

④ 輸入の承認基準 

キンバリー・プロセス証明制度の参加国等から輸入する場合であって、次に掲げる要

件を双方とも満たす場合に承認を行う。ただし、輸入公表の三の7の（10）に掲げるロシア

を原産地とするダイヤモンドについては、輸入注意事項2024第７号に定める手続きによ

り交付された経済産業大臣の確認書の提出があった場合に限る。 
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（削る） 

（削る） 

 

 

⑤ 輸入時の注意事項 

キンバリー・プロセス証明制度に基づき、ダイヤモンド原石の輸入については、

上記①(ﾎ)の書類が提出された場合を除いて、容器又は包装が開いておらず、か

つ、容器又は包装に開かれた跡がないことが条件となります。また、①(ﾆ)に掲げ

るキンバリー・プロセス証明書については写しを控えた上、輸入時に原本を税関

に提出してください。 

４ （略） 

(ｲ) 上記①(ﾆ)から(ﾎ)に掲げる有効な証明書等が提出されていること。 

(ﾛ) 容器が開いているもの等、容器又は包装に欠陥があるものについては、航空機

の事故等、当該欠陥が不測の事態によるものであると認めるに足りる明らかな

証拠があること。 

⑤ 輸入時の注意事項 

キンバリー・プロセス証明制度に基づき、ダイヤモンド原石の輸入については、

上記④(ﾛ)に該当する場合を除いて、容器又は包装が開いておらず、かつ、容器又

は包装に開かれた跡がないことが条件となります。また、①(ﾆ)に掲げるキンバリ

ー・プロセス証明書又は①(ﾎ)に掲げる“Government Letter of Comfort”につい

ては写しを控えた上、輸入時に原本を税関に提出してください。 

４ （略） 

 


